
 

議 案 第 ４ ０ 号  
 
 

平 成 ２ ０ 年 度 藤 岡 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 ３ 号 ）  
 
 
 平 成 ２ ０ 年 度 藤 岡 市 の 下 水 道 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 ３ 号 ） は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  
 
（ 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 ）  
第 １ 条  既 定 の 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 か ら 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ ７ ６ ， ８ ７ ４ 千 円 を 減 額 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ

れ ぞ れ １ ， ５ １ ４ ， ４ ３ ９ 千 円 と す る 。  
２  歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並 び に 補 正 後 の 歳 入 歳 出 予 算 の 金 額 は 、 「 第 １ 表 歳 入 歳 出

予 算 補 正 」 に よ る 。  
 

（ 地 方 債 の 補 正 ）  
第 ２ 条  既 定 の 地 方 債 の 変 更 は 、 「 第 ２ 表 地 方 債 補 正 」 に よ る 。  
 
 
 
 

平 成 ２ １ 年  ３ 月  ３ 日  提 出  

平 成 ２ １ 年  ３ 月  ３ 日  可 決  

 

 

 

 
                                      藤 岡 市 長   新  井  利  明  



（歳入） （単位　千円）

款 項 補 正 前 の 額 補　正　額 計

歳 入 歳 出 予 算 補 正第 １ 表

 1 分担金及び負担金 23,042 388 23,430

 1 負担金 23,042 388 23,430

 2 使用料及び手数料 156,026 2,027 158,053

 1 使用料 156,016 2,027 158,043

 4 繰入金 503,999 △29,104 474,895

 1 一般会計繰入金 503,999 △29,104 474,895

 5 繰越金 15,315 8,656 23,971

 1 繰越金 15,315 8,656 23,971

 6 諸収入 1,313 △141 1,172

 3 雑入 532 △141 391

 7 市債 779,368 △59,700 719,668

 1 市債 779,368 △59,700 719,668

 8 県支出金 0 1,000 1,000

 1 県補助金 0 1,000 1,000

歳 　 　 　 入 　 　 　 合 　 　 　 計 1,591,313 △76,874 1,514,439



（歳出） （単位　千円）

款 項 補 正 前 の 額 補　正　額 計

 1 公共下水道費 641,193 △89,172 552,021

 1 公共下水道費 641,193 △89,172 552,021

 2 公債費 949,120 12,298 961,418

 1 公債費 949,120 12,298 961,418

歳 　 　 　 出 　 　 　 合 　 　 　 計 1,591,313 △76,874 1,514,439



 
 

第２表 地 方 債 補 正 
 
 

  １ 変 更                                                   （単位 千円） 
 

               補    正    前             補    正    後 

  起 債 の 目 的 

限度額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

公 共 下 水 道 事 業 

 

 

 

313,800 249,800

流 域 下 水 道 事 業 

 

 

 

11,700

 

証 書 借 入
又 は 

証 券 発 行

 

年5.0％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金・公
営企業金融公
庫及び銀行そ
の他の資金に
ついて、利率
の見直しを行
った後におい
ては、当該見
直 し 後 の 利
率。） 

 

政府資金につ
いては、その融
資条件により、
銀行その他の場
合にはその債権
者と協定するも
のによる。 

ただし、市財
政の都合により
据置期間及び償
還期限の短縮、
若しくは繰上償
還又は低利に借
換することがで
きる。 

 

  16,000

 

 

 

  

補正前に

同  じ

  
 
年5.0％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金・地
方公営企業等
金融機構資金
及び銀行その
他の資金につ
いて、利率の
見直しを行っ
た後において
は、当該見直
し後の利率。）

  
 

補正前に同じ

 



歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
下水道事業特別会計

１　総括
（歳入) （単位 千円)

計補　正　予　算　額補 正 前 の 予 算 額款

1 分担金及び負担金 23,042 388 23,430

2 使用料及び手数料 156,026 2,027 158,053

3 国庫支出金 112,250 0 112,250

4 繰入金 503,999 △29,104 474,895

5 繰越金 15,315 8,656 23,971

6 諸収入 1,313 △141 1,172

7 市債 779,368 △59,700 719,668

8 県支出金 0 1,000 1,000

歳　　　　入　　　　合　　　　計 1,591,313 △76,874 1,514,439



（歳出) （単位 千円)

補　　正　　予　　算　　額　　の　　財　　源　　内　　訳
特　　　　　定　　　　　財　　　　　源

款 補正前の予算額 補正予算額 計
一般財源国県支出金 地 方 債 そ の 他

1 公共下水道費 641,193 △89,172 552,021 1,000 △59,700 2,274 △32,746

2 公債費 949,120 12,298 961,418 0 0 0 12,298

3 予備費 1,000 0 1,000 0 0 0 0

歳　  出　  合　  計 1,591,313 △76,874 1,514,439 1,000 △59,700 2,274 △20,448



２　歳  入

（款） 1 分担金及び負担金 （項） 1 負担金 （単位 千円)

節
目 補正前の額 補正額 計 説　　　　　　　　　　　　　明

区　　　分 金　　額

 1 下水道事業負担 23,042 388 23,430  1 現年度賦課分 388 ○下水道事業受益者負担金 388

金     

計 23,042 388 23,430

（款） 2 使用料及び手数料 （項） 1 使用料
 1 下水道使用料 156,016 2,027 158,043  2 滞納繰越分 2,027 ○下水道使用料滞納繰越分 2,027

計 156,016 2,027 158,043

（款） 4 繰入金 （項） 1 一般会計繰入金
 1 一般会計繰入金 503,999 △29,104 474,895  1 一般会計繰入金 △29,104 ○一般会計繰入金 △29,104

計 503,999 △29,104 474,895

（款） 5 繰越金 （項） 1 繰越金
 1 繰越金 15,315 8,656 23,971  1 繰越金 8,656 ○前年度繰越金 8,656

計 15,315 8,656 23,971

 5．繰越金 1．繰越金 1．繰越金



 6．諸収入 3．雑入 1．雑入

（款） 6 諸収入 （項） 3 雑入 （単位 千円)

節
目 補正前の額 補正額 計 説　　　　　　　　　　　　　明

区　　　分 金　　額

 1 雑入 532 △141 391  1 雑入 △141 ○責任技術者試験事務委託料 △26

○設計図書売捌代 7

○汚水枡移設工事補償費 △301

○排水設備台帳売捌代 13

○自動車損害共済災害共済金 26

○交通事故賠償金 128

○下水道広報活動助成金 12

計 532 △141 391

（款） 7 市債 （項） 1 市債
 1 下水道事業債 779,368 △59,700 719,668  1 下水道事業債 △59,700 ○公共下水道事業債 △64,000

○流域下水道事業債 4,300

計 779,368 △59,700 719,668

（款） 8 県支出金 （項） 1 県補助金
 1 下水道事業県補 0 1,000 1,000  1 下水道事業県補 1,000 ○公共下水道建設事業県補助金 1,000

助金 助金

計 0 1,000 1,000



３　歳  出
（款） 1 公共下水道費 （項） 1 公共下水道費 （単位 千円)

補 正 額　の　財　源　内　訳 節
目 補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　明特　　定　　財　　源

一般財源 区　　分 金　　額
国県支出金 地 方 債 そ の 他

公共下水道 133,337 △17,675 115,662 0 1,712 1 報酬 △912 ◎公共下水道維持管理経費 △17,6751 0 △19,387
維持管理費    1 報酬 △912

9 旅費 △44       行政嘱託員報酬 △912(使)下水道使用料滞納繰越分
   9 旅費 △44    2,027

19 負担金補助 △14,398       職員旅費 △44

及び交付金   19 負担金補助及び交付金 △14,398(諸)責任技術者試験事務委託料
27 公課費 △2,321       県央処理場維持管理負担金    △26

      △14,303

      下水道事業団研修会負担金(諸)汚水枡移設工事補償費
      △95    △301

  27 公課費 △2,321

      消費税納付金 △2,321(諸)下水道広報活動助成金
    12

    
公共下水道 507,856 △71,497 436,359 △59,700 562 2 給料 24 ◎下水道建設人件費 4342 1,000 △13,359
建設費    2 給料 24

3 職員手当等 300       職員給料（４人） 24(負)下水道事業受益者負担金
   3 職員手当等 300    388

4 共済費 110       職員手当等 300

   4 共済費 110(諸)設計図書売捌代 7
11 需用費 △588       職員共済組合負担金等 110

(諸)排水設備台帳売捌代 13
15 工事請負費 △33,353 ◎公共下水道建設事業 △71,931

  11 需用費 △588(諸)自動車損害共済災害共済金
19 負担金補助 3,010     ･ 消耗品費 △588    26

及び交付金   15 工事請負費 △33,353

 1．公共下水道費 1．公共下水道費 2．公共下水道建設費



 1．公共下水道費 1．公共下水道費 2．公共下水道建設費

（款） 1 公共下水道費 （項） 1 公共下水道費 （単位 千円)

補 正 額　の　財　源　内　訳 節
目 補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　明特　　定　　財　　源

一般財源 区　　分 金　　額
国県支出金 地 方 債 そ の 他

22 補償補填及 △41,000       公共下水道管渠築造工事 △425(諸)交通事故賠償金 128

び賠償金       枝線管渠築造工事 △27,000

      舗装復旧工事 △15,395(地)公共下水道事業債 △64,000

      汚水桝設置工事 790

      付帯工事 8,677(地)流域下水道事業債 4,300

  19 負担金補助及び交付金 3,010

      利根川上流流域下水道建設負担金(県)公共下水道建設事業県補助金
      3,010    1,000

  22 補償補填及び賠償金 △41,000    
      地下埋設物補償費 △41,000

641,193 △89,172 552,021 △59,700 2,2741,000 △32,746計

（款） 2 公債費 （項） 1 公債費
元金 746,798 9,967 756,765 0 0 23 償還金利子 9,967 ◎元金償還金 9,9671 0 9,967

及び割引料   23 償還金利子及び割引料 9,967

      長期債元金償還金 9,967
利子 202,322 2,331 204,653 0 0 23 償還金利子 2,331 ◎利子償還金 2,3312 0 2,331

及び割引料   23 償還金利子及び割引料 2,331

      長期債利子償還金 2,331
949,120 12,298 961,418 0 00 12,298計




